
 

大規模災害発生 

 

 一時避難空間 

の登録を募集します 

復旧用 
資材置場 

登録対象農地 ： 生産緑地 または ５００㎡以上の農地 

登 録 期 間 ： 3 年間（期間満了ごとに自動更新） 登録後、標識を配付予定 

使 用 の 内 容 ： ①災害発生時、7 日間は避難場所として依頼なしで使用できます。 

②８日以上避難場所として使用する場合または復旧用資材置場等 

として使用する場合は、登録者に依頼します。 

補 償 等 ： 平常時は無償  

実際の使用時に、農業補償や土地使用料をお支払いします。 

農 地 の 返 還 ： 使用終了後、使用前の状態に回復し返還します。 

 

 お問い合わせ・登録のお申込み・・・枚方市農業振興課 TEL：072-841-1348 

枚方市では、大規模災害時に農地を避難空間、復旧用資材置場

などに利用させていただくため、あらかじめ農地を登録していた

だく制度を始めます。（令和３年 4 月開始） 

農地は、新鮮な食糧供給の場としてはもちろん、防災、環境保

全、良好な景観、福祉や教育の場等、様々な機能を有しています。 

防災協力農地として農地を登録していただくことで、災害時の

市民の安全確保、復旧活動の円滑化が図れます。そういった農地

の様々な機能や、農業への市民の理解を深めるべく、農家の皆様

へのご協力をお願いいたします。 

枚方市キャラクター 

ひこぼしくん 

（2021年 4月作成） 

災害に備えてご協力ください！ 
 

など 


